
土木部専門研修「任期付職員」

令和７年４月１８日

技術管理課

監督員の業務（土木）
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○科目名
土木部専門研修「任期付職員」監督員の業務（土木）

○講義の目的
監督員執務要項を講師の実務経験や事例を交えて解説し、
監督員の権限及び発注者責任、受注者との役割分担につい
て説明する。

○講義のポイント
◇福島県土木部工事監督員執務要綱について
→「工事の監督」とは・監督員の業務内容

◇福島県土木部工事監督員執務要綱の運用について
→要望から工事実施までの流れ

講義の概要
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福島県土木部工事監督員執務要綱について

○「工事の監督」とは
「契約図書における発注者の責務を適切に遂行するために、工事施工

状況の確認及び把握等を行い、契約の適正な履行を確保する業務を
いう。」

・行政機関が発注する工事の原資は？→県民の厳しい視線
・ルールに則った適正な手続きを→会計検査や監査の対象に

○「契約図書」とは：契約書及び設計図書をいう。

「設計図書」とは
→特記仕様書，図面，共通仕様書，現場説明書及び現場説明
に対する質問回答書をいう。

→設計図書に添付されている図面及び特記仕様書に記載され
た事項は，共通仕様書に優先する。

用語の定義（要綱第２条）
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○「監督の方法」→９種類の監督行為の総称

①指示（監督員→受注者）「書面をもって」

②承諾（受注者→監督員）「書面により」

③協議（受発注者が対等の立場で）「書面により」

④通知（監督員→受注者）「書面をもって」

⑤受理（受注者→監督員）「書面を受け取り」

⑥確認「臨場もしくは関係資料により」

⑦把握「臨場もしくは受注者が提示･提出した資料により」

⑧立会「監督員が臨場し内容を確認」

⑨審査「提出された書類について検討」

※①～⑤は「書面」を伴う行為
→監督行為を書類に残すことが重要。
組織で対応（自分がいなくても仕事が回りますか？）

福島県土木部工事監督員執務要綱について

用語の定義（要綱第２条）
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１ 契約の履行の確保

○工事打合せ：契約後速やかに工事の目的･内容を説明
→「工事打合せ時の留意事項」参照

○施工計画書の審査 →「施工計画書の留意事項」参照

○指示･承諾･協議･通知及び提出･届出の受理等
→ワンデーレスポンス・ウィー
クリースタンスに留意

○条件変更に関する確認，調査，検討，通知
→福島県工事請負契約約款第18条第1項の第1号～第5号に

該当する事実の有無を確認･検討

○工事の変更及び一時中止の手続き
→「軽微な変更」の場合は工事内容変更通知書により通知
→変更累計額が30％以上（復興事業）の場合は変更契約手続

きが必要

○契約事務担当者への報告→契約変更･支払事務での連携を

福島県土木部工事監督員執務要綱について

監督の実施（要綱第３条）
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設計変更ガイドラインについて
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設計変更ガイドラインについて
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設計変更ガイドラインについて
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設計変更ガイドラインについて
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設計変更ガイドラインについて
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設計変更ガイドラインについて
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設計変更ガイドラインについて
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設計変更ガイドラインについて
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設計変更ガイドラインについて
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２ 施工状況の確認等

○工事測量等の確認：用地境界や基準高の誤りは大問題に
○各施工段階での立会
○指定材料の確認
○共通仕様書に定められた段階確認 等

３ 円滑な施工の確保

○地元説明等を受注者任せにしない，苦情要望に素早く対応

○早め早めの関係機関協議を：警察･電柱･埋設管等々･･･

４ その他

○事故発生時の対応：まずは負傷者の有無確認が最優先
→影響を過小評価せず、すぐ上司に報告を

※（別表１）監督に関する業務分掌：通常は課長か部長決裁

福島県土木部工事監督員執務要綱について

監督の実施（要綱第３条）
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福島県土木部工事監督員執務要綱の運用
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福島県土木部工事監督員執務要綱の運用

監督にかかる業務分掌標準一覧表について 土木建築工事監督・検査指針
P21～
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福島県土木部工事監督員執務要綱の運用

監督にかかる業務分掌標準一覧表について 土木建築工事監督・検査指針
P23～
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工事打合せ時の留意事項
○用地買収時の条件、地元の要望があれば確実に説明
○交通規制、交通誘導員の配置位置等安全対策
○関連する他工事との調整

施工計画書の留意事項
○工程管理が適切か
○安全管理、交通管理、緊急時の体制をチェック
→不備があれば訂正･再提出の指示を

工事測量の留意事項
○仮ＢＭ、丁張の基準高、用地境界を重点的に確認

段階確認の留意事項
○必要に応じて写真での机上確認も活用
→地下部分等、後で確認できない部分を特に重点的に！

福島県土木部工事監督員執務要綱の運用

設計図書では見えない部分

工程に影響を与えないよう効率的に
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福島県土木部工事監督員執務要綱の運用

段階確認について 土木建築工事監督・検査指針
P36～
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福島県土木部工事監督員執務要綱の運用

段階確認の留意事項について 土木建築工事監督・検査指針
P49～
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福島県土木部工事監督員執務要綱の運用

確認書：段階確認等の記録に使用 工事打合せ簿：指示･協議･通知の際に使用

受け取ったときは速やかに処理（決裁）を！→ためないように（受注者にも指導を）22
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令和

令和

令和

令和

令和



福島県土木部工事監督員執務要綱の運用

工事打合せ簿について 土木建築工事監督・検査指針
P67～

○指示、協議、通知、承諾、提出、届出に
ついては、共通仕様書で書面により行う
ことと規定しており、共通様式として
「工事打合せ簿」を使用する。

○施工計画書の提出や材料の承諾書の添書
としても「工事打合せ簿」を使用する。

※施工計画書は変更分を随時追加更新して、
常に現場状況と合致したものとする。
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福島県土木部工事監督員執務要綱の運用

工事打合せ簿について 土木建築工事監督・検査指針
P69

24
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福島県土木部工事監督員執務要綱の運用
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工事内容の軽微な変更に係る変更決定等の手続きについて

工事内容の変更通知（内変）

○対象：予定価格が５億円未満の工事
→東日本大震災に係る災害復旧事業･復興事業では
当初設計価格に対して30%未満の変更が対象

※ただし対象事業以外では通常の「軽微な変更」の範囲内
（20％未満かつ4000万円以下の変更）

○「工事内容変更通知書」により受注者に通知
（「伺い」所属内決裁→受注者へ交付→承諾印をもらう）
→その都度の変更契約は不要
→工期末等の適正な時期に変更契約等の一括処理が可能

※変更設計の累計額が当初設計価格の30％以上となる場合
はその都度変更契約が必要となる。

※契約額５億円以上の工事は対象外

※工期の延長は内変不可 26



工事内容の軽微な変更に係る変更決定等の手続きについて
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※事業執行管理システムで登録・出力

工事内容の軽微な変更に係る変更決定等の手続きについて

「工事内容の軽微な変更に係る変更決定等の手続に係るQ&A」
（平成２６年７月３１日事務連絡より）
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工事内容の軽微な変更に係る変更決定等の手続きについて

「工事内容の軽微な変更に係る変更決定等の手続に係るQ&A」
（平成２６年７月３１日事務連絡より）
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工事内容の軽微な変更に係る変更決定等の手続きについて

工事内容の軽微な変更時における概算金額の通知について
（平成３０年１２月２５日通知）

これまで
「工事内容の変更について（通知）」様式
により受注者へ変更数量を通知

平成30年12月25日以降
概算金額を記載した工事打合せ簿により
内容変更通知書とあわせて、受注者へ通知

※概算金額は変更となる場合があり、「参考値」とし
て取り扱う。（契約変更額を拘束するものではない）

概算金額が不明
工事実施のための予算計画立案に苦慮
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その他

土木建築工事監督・検査指針について

desknet’sNEO

文書管理＞土木部＞企画技術総室
＞技術管理課＞20工事監督・検査指針
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その他

土木工事に関する提出書類の簡素化ガイドラインについて
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工事の提出書類の簡素化に向けた具体的な取組をまとめました。
不要な書類は作らせない！提出させない！



その他
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その他
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その他

35

その他
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その他

37

その他
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その他

○設計変更ガイドライン（土木工事、設計業務等）
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その他

○公表図書（土木工事標準積算基準、設計業務等標準積算基準等）

土木工事標準積算の
改正概要はこちら
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その他

施工計画書作成の手引きについて

desknet’sNEO

文書管理
＞土木部DB＞企画技術総室
＞技術管理課
＞24施工計画書作成の手引き

施工計画書の確認に活用して下さい。
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１．土木工事基準管理関係質疑応答集
(1)積算基準編 (2)共通仕様書編 (3)単価編 (4)金抜き等、その他編

２．委託基準管理関係質疑応答集
(1)積算基準編 (2)共通仕様書等、その他編

３．建築・設備工事基準管理関係質疑応答集

その他

基準管理関係質疑応答集について

desknet’sNEO

文書管理
＞土木部＞企画技術総室
＞技術管理課
＞45質疑応答集

上記１～３について、
年１回更新しています。

補足：竣工検査等に関する質疑応答は工事検査の文書管理に掲載されています。 42



その他

技術管理課への問合せについて
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様式記載のうえ、下記アドレスへメール送信
E-mail ： gijutsukanri@pref.fukushima.lg.jp

様式は、前項「質疑応答集」に掲載されています。

その他

共通仕様書の遵守について
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